
 
 

○唐津市議会議員の政治倫理に関する条例施行規程 

平成２７年１０月１日 

議 会 規 程 第 １ 号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、唐津市議会議員の政治倫理に関する条例（平成２７年条例第４

５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （就業等報告書） 

第２条 条例第４条に規定する就業等の報告は、就業等報告書（第１号様式）により

行うものとする。 

 （調査の請求手続） 

第３条 条例第５条第１項の規定による請求（以下「調査請求」という。）は、調査

請求書（第２号様式）により行うものとする。 

２ 調査請求書には、調査請求をしようとする者が署名（視覚障害者が点字により自

己の氏名を記載することを含む。以下同じ。）をしなければならない。この場合に

おいて、調査請求書にする署名は、調査請求がなされる日前６０日以内に行われた

ものでなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、調査請求の手続き等は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第７４条の規定による条例の制定及び改廃の請求の例による。 

 （調査請求書の受理後の手続き） 

第４条 議長は、条例第５条第１項の規定により市民から調査請求を受けたとき

は、直ちに選挙管理委員会に対し、調査請求をした市民及びその代表者が選挙人名

簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。 

２ 議長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下

するものとする。 

 (1) 条例第５条第１項各号に定める数の連署がないとき。 

 (2) 調査請求をすることができない対象についてなされたものであるとき。 

 (3) 調査請求書の記載事項又は添付書類に不備があるとき。 

 (4) その他適当な方法 



 
 

３ 議長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正すること

ができるものであるときは、調査請求をした者の代表者に対し、相当の期間を定め

て、その補正を求めることができる。 

４ 議長は、第２項の規定による却下をしたときは、その旨を調査請求をした者の代

表者に書面により通知しなければならない。 

 （公表の方法） 

第５条 条例第６条の規定による公表は、次の各号に掲げるいずれかの適当な方法で

行うものとする。 

 (1) 唐津市公告式条例（平成１７年条例第３号）第２条第２項による公表  

(2) 議会のホームページ掲載  

 (3) 議会の広報紙掲載 

 (4) その他適当な方法 

 （必要な措置） 

第６条 条例第８条に規定する措置は、次のとおりとする。 

 (1) 文書による注意 

 (2) 議会への出席停止 

 (3) 全員協議会における陳謝 

 (4) 議員に対する辞職の勧告 

 （説明会の周知） 

第７条 議長は、条例第９条第１項の規定により説明会を開催するときは、その日

時、場所その他必要な事項を定め、開催日の１４日前までに告示しなければならな

い。 

 （委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和３年９月２１日から施行する。 



 
 

第１号様式（第２条関係）     

年 月 日 

就 業 等 報 告 書 

 

唐津市議会議長 様 

唐津市議会議員        

 

唐津市議会議員の政治倫理に関する条例第４条の規定に基づき、就業等報告書を提出します。 

法人等の名称 住     所 

役員、顧

問その他

の職種 

就業内容 異動年月日 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

（備考） 

１ 就業内容欄は、就任若しくは事業休止、辞職等を記入してください。 



 
 

第２号様式（第３条関係） 

年 月 日 

 

唐津市議会議長 様 

（調査請求代表者） 

住所 

氏名            

                      電話番号 

 

調 査 請 求 書 

 

 唐津市議会議員の政治倫理に関する条例第５条第１項の規定に基づき、次のと

おり調査を請求します。 

 

１ 政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる者の氏名 

 

 

２ 政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる内容 

 （１）該当条文 条例第３条第   号該当 

 （２）内容 

 

 

３ 政治倫理基準に違反する疑いがあることを証する書類 

  別添のとおり 

 

４ 調査請求をする者の連署 

  別紙のとおり 



 
 

別紙 

政治倫理基準に違反する疑いのある    議員の調査請求者署名簿 

 

確認欄 番号 署名年月日 請  求  者 
代筆をした場合 

（代筆者の住所.氏名.生年月日） 

   

住所  住 所 

氏 名           

生年月日 氏名                 生年月日  

   

住所 
 

 
住 所 

氏 名           

生年月日 氏名                 生年月日 
 

 

   

住所 
 

 
住 所 

氏 名           

生年月日 氏名                 生年月日 
 

 

   

住所 
 

 
住 所 

氏 名           

生年月日 氏名                 生年月日 
 

 

   

住所 
 

 
住 所 

氏 名           

生年月日 氏名                 生年月日 
 

 

（備考） 

１ 確認欄は、記入しないでください。 

２ 署名簿は、各署名簿に通じる一連番号を記入してください。 

３ 氏名は、自署してください。 


